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法務人権大臣決定 日付：2023年10月23日

査証分類

Ⅰ.　訪問査証分類

A.一次訪問査証

１．一般的に有効な一次訪問査証 

番号 活動の種類
査証イン

デックス
活動の解説 権利 義務 禁止事項

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

１ 観光

２ 家族

３
他国への渡航を続け

る

４ ビジネス

５ 会議への出席

６ 部品購入を行うこと

７ 治療を受ける C3

治療を受ける。 ・医療機関又はその他保健施設に限

らず治療に関連する活動を行うこと

。

・観光に関する活動を行うこと

及び友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、

十分な生活費を有すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

8 政府公務 C4

政府の公式な任務においてある場所を

訪問又は活動を行う。

・政府の任務と関連する活動を行う

こと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

9
ジャーナリズム訪問

を行う
C5

海外でジャーナリストとして就労する

外国人によってインドネシアで取材を

行う。

・ジャーナリズム訪問に関連する活

動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

C6

インドネシアで社会活動を行う。 ・社会に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

C6A

人道的支援を行う。 ・人道支援付与に関連する活動を行

うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

C6B

ボランティアプログラム（ボランティ

アサービス）に参加する。

・ボランティアプログラムに関連す

る活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

C2

オフィス、工場、又は生産現場に限ら

ず、商談、議論、交渉、及び／又はビ

ジネスの契約に署名を行う。

１０ 社会

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・参加者として会合、インセンティ

ブ、コンベンション及び展示会に出

席する。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

C１

リクリエーション、自己啓発の目的の

ため又は観光船を使用した観光に限ら

ず観光地の魅力のユニークさについて

学ぶ、又は参加者として会合、インセ

ンティブ、コンベンション及び展示会

に出席する。

・事務所、工場又は生産現場での商

品チェックに限らず、ビジネス、会

議又は物品購入に関する活動を行う

こと。

・商談、交渉を行うこと及び/又は

ビジネスの契約に署名をする。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・継続的に生産者/販売者に対する生産

活動の監督を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。



C7

芸術及び文化に関連する作品を公開、

披露、公演する。

・劇場、舞踊、サーカス公演に限ら

ず芸術文化に関連する活動を行うこ

と。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・行われた活動に対する報酬又は便

宜を受け取ること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・有効な法規則や規範にそぐわない芸

術、文化又は行為を披露すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアで個人又は法人との雇

用関係の下、就労すること。

C7A

音楽と関連する作品を公開、披露、公

演する。

・音楽と関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・行われた活動に対する報酬又は便

宜を受け取ること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・有効な法規則や規範にそぐわない芸

術、文化又は行為を披露すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアで個人又は法人との雇

用関係の下、就労すること。

C７B

音楽公演活動を行う外国人のサポート

する。

・音楽と関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・行われた活動に対する報酬又は便

宜を受け取ること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・有効な法規則や規範にそぐわない芸

術、文化又は行為を披露すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

C8

インドネシア政府の招待のよるスポー

ツ活動、国際レベルのスポーツ選手権

大会又は国際的なスポーツ組織により

開催されるスポーツ活動に参加する。

・スポーツと関連する活動を行うこ

と。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・行われた活動に対する報酬又は便

宜を受け取ること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアで個人又は法人との雇

用関係の下、就労すること。

C8A

インドネシア政府の招待のよるスポー

ツ活動、国際レベルのスポーツ選手権

大会又は国際的なスポーツ組織により

開催されるスポーツ活動に選手として

参加する。

・スポーツと関連する活動を行うこ

と。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・行われた活動に対する報酬又は便

宜を受け取ること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアで個人又は法人との雇

用関係の下、就労すること。

C8B

インドネシア政府の招待のよるスポー

ツ活動、国際レベルのスポーツ選手権

大会又は国際的なスポーツ組織により

開催されるスポーツ活動に役員として

参加する。

・スポーツと関連する活動を行うこ

と。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・行われた活動に対する報酬又は便

宜を受け取ること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアで個人又は法人との雇

用関係の下、就労すること。

C9

比較スタディ、短期講習及び短期研修

に参加する。

・人道支援付与に関連する活動を行

うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

C9A

宗教的な短期研修に参加する。 ・宗教的な短期研修に関連する活動

を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること

C9B

インドネシア語の短期研修に参加する

。

・インドネシア語の短期研修に関連

する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

C10

会合、インセンティブ、会議及び展示

会又はその他同等の活動に専門家、講

演者、プレゼンター又は影響力がある

者として参加する。

・会合、インセンティブ、会議及び

展示会、ファンミーティング又はそ

の他の活動において専門家、講演者

、プレゼンター又は影響力がある者

に関連する活動を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人

から報酬、賃金又は同等のものを受

け取ること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

14
公演を行う又はセミ

ナーに参加する

13
比較スタディ、短期

講習及び短期研修

11 芸術及び文化

12
商業的ではないスポ

ーツ



C10A

宗教の講演を行う。 ・宗教の講演を行うことに関連した

関連する活動を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人

から報酬、賃金又は同等のものを受

け取ること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

15
国際的な展示会に参

加する
C11

部品又はサービスを販売するために会

合、インセンティブ、会議及び展示会

に参加する。

・部品又はサービスを販売するため

に会合、インセンティブ、会議及び

展示会に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

16 投資準備 C12

ある事業を始めるための特に現場調査

及び/又はフィージビリティ調査に関

連した活動を行う。

・現場調査及び/又はフィージビリ

ティ調査に関連した活動を行うこと

。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

17
インドネシア領域に

ある輸送機に加わる
Ｃ13

インドネシア領域にある輸送機に加わ

る。

・インドネシア領域にある輸送機に

加わることに関連する活動を行う。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

18 映画製作を行う Ｃ14

インドネシア領域にある場所を使用し

て映画製作を行う。

・映画製作に関連する活動を行う。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

19
緊急かつ差し迫った

作業を行う
Ｃ15

自然災害、主要な機械の破損又は企業

及び／又は社会に対する致命的な損失

を避けるために至急対応が必要なデモ

、暴動によってもたらされた出来事に

対応するために他の人では代理となれ

ない予定されていない作業を行う。

・緊急かつ差し迫った作業を行うこ

とに関連した活動を行う。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

20

工業製品の品質及び

デザイン向上のため

の産業技術の適用及

び革新において育成

、啓発、研修を行い

、インドネシア向け

の国際マーケティン

グの協力

Ｃ16

工業製品の品質及びデザイン向上のた

めの産業技術の適用及び革新において

育成、啓発、研修を行い、インドネシ

アのための国際マーケティングの協力

を行う。

・工業製品の品質及びデザイン向上

のための産業技術の適用及び革新に

おいて育成、啓発、研修を行い、イ

ンドネシアのための国際マーケティ

ングの協力関連する活動を行うこと

。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

21

インドネシアにおけ

る支店の監査、製品

の品質管理又は査察

を行う

Ｃ17

インドネシアにおける支店の監査、製

品の品質管理又は査察を行う。

・インドネシアにおける支店の監査

、製品の品質管理又は査察を行うこ

とに関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

22

外国人労働者候補者

の勤務能力のトライ

アル

C18

適正を把握するため勤務能力のトライ

アル活動を行う。

・就労における能力試験と関連する

活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

23 アフターサービス C19

販売した商品及び/又はサービスにつ

いてカスタマーへのサービスを行う。

・販売した商品及び/又はサービス

についてカスタマーへのサービスと

関連する活動を行う。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

14
公演を行う又はセミ

ナーに参加する



24 機械の設置及び修理 Ｃ20

設置又は破損した機械の修理を行う。 ・設置又は破損した機械の修理に関

連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

25
司法手続きにおいて

呼出に応じるため
C21

権限を有する側からの呼び出しに基づ

き司法手続きに出席すること。

司法手続きに関連する活動を行うこ

と。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

C22

教育機関、企業又はその他ほ場所で研

修を行う。

・研修に関連する活動を行う。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

C22A

海外のアカデミーのカリキュラムで条

件づけられている研修を行う。

・海外のアカデミーのカリキュラム

で条件づけられている研修に関連し

た活動を行う。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

C22B

企業、事務所又はその他勤務先で能力

開発を行うこと。

・企業、事務所又はその他勤務先で

能力開発を行うこと。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

２．特定の出入国審査場に到着時にある国家、ある国家の特別行政区政府及びある地域からの外国民に対する一次訪問査証。

a. 特定の出入国審査場に到着時時にある国家、ある国家の特別行政区政府及びある地域からの外国民に30日の期間で付与される一次訪問査証。（VOA）

番号 活動の種類
査証イン

デックス

活動の解説
権利 義務 禁止事項

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

１ 観光

２ 家族

３
他国への渡航を続け

る

4 ビジネス

5 会議に参加する

6 物品購入を行う

7 治療を受ける B3

治療活動を行う ・医療機関又はその他保健施設に限

らず治療に関連する活動を行うこと

。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

8 政府公務 B４

政府の公式な任務においてある場所又

は活動を訪問する。

・政府の任務と関連する活動を行う

こと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

b.　 国家、ある国家の特別行政区政府及びある国家からの外国民に対して特定の出入国審査場に到着時に７日間の期間で付与される一次訪問査証。

番号 活動の種類
査証イン

デックス

活動の解説
権利 義務 禁止事項

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

１ 観光

F1

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること

・参加者として会合、インセンティ

ブ及び展示会に出席する。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

リクリエーション、自己啓発の目的の

ため又は観光船を使用した観光に限ら

ず観光地の魅力のユニークさについて

学ぶ、又は参加者として会合、インセ

ンティブ及び展示会に出席する。

26 研修

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

・事務所、工場又は生産現場での商

品チェックに限らず、ビジネス、会

議又は物品購入に関する活動を行う

ことは含まれる。

・商談、交渉を行うこと及び/又は

ビジネスの契約に署名をする。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

商談、議論、交渉、及び／又はビジネ

スの契約に署名も含まれる。オフィス

、工場、又は生産現場に限らない。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・参加者として会合、インセンティ

ブ、コンベンション及び展示会に出

席する。

B１

リクリエーション、自己啓発の目的の

ため又は観光船を使用した観光に限ら

ず観光地の魅力のユニークさについて

学ぶ、又は参加者として会合、インセ

ンティブ、コンベンション及び展示会

に出席する。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

B2

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。



２ 家族

３
他国への渡航を続け

る

４ ビジネス

５ 会議に参加

６ 物品購入

7 治療を受ける F３

治療を受ける。 ・医療機関又はその他保健施設に限

らず治療に関連する活動を行うこと

。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること権利。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

8 政府公務 F4

政府の公式な任務においてある場所又

は活動を訪問する。

・政府の任務と関連する活動を行う

こと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

３．法令の規定に従ってインドネシア領土に入国するビザ所有の義務が免除される国家、ある国家の特別行政区政府及びある国家からの外国民に対する一次訪問査証。

番号 活動の種類
査証イン

デックス

活動の解説
権利 義務 禁止事項

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

１ 観光

２ 家族

３
他国への渡航を続け

る

4 ビジネス

5 会議に参加する

6 物品購入を行う

7 治療を受ける A3

治療を受ける。 ・医療機関又はその他保健施設に限

らず治療に関連する活動を行うこと

。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

8 政府公務 A４

政府の公式な任務においてある場所又

は活動を訪問する。

・政府の任務と関連する活動を行う

こと。

・観光に関する活動を行うこと　及

び友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

9

輸送機で任務に就い

ている船長、飛行機

の機長、乗員

A36

輸送機で任務に就いている船長、飛行

機の機長、乗員。

・船長、飛行機の機長、輸送機の乗

員の任務に関連する活動を行うため

。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

10

ヌサンタラ水域、領

海、大陸棚、及び/

又はインドネシア排

他的経済水域で操業

する船舶、浮体式設

備、施設上で働く外

国人の船長、乗組員

又は専門家

A37

外国人の船長、乗組員又は専門家とし

てヌサンタラ水域、領海、大陸棚、及

び/又はインドネシア排他的経済水域

で操業する船舶、浮体式設備、施設上

で働く。

・船舶、浮体式設備、施設上で働く

外国人の船長、乗組員又は専門家に

関連する活動を行うため。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

 

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・継続的に生産者/販売者に対する生産

活動の監督を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

A２

商談、議論、交渉、及び／又はビジネ

スの契約に署名も含まれる。オフィス

、工場、又は生産現場に限らない。

・事務所、工場又は生産現場での商

品チェックに限らず、ビジネス、会

議又は物品購入に関する活動を行う

ことは含まれる。

・商談、交渉を行うこと及び/又は

ビジネスの契約に署名をする。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

A１

リクリエーション、自己啓発の目的の

ため又は観光船を使用した観光に限ら

ず観光地の魅力のユニークさについて

学ぶ、又は参加者として会合、インセ

ンティブ及び展示会に出席する。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること

・参加者として会合、インセンティ

ブ及び展示会に出席する。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。
F2

商談、議論、交渉、及び／又はビジネ

スの契約に署名も含まれる。オフィス

、工場、又は生産現場に限らない。

 

・事務所、工場又は生産現場での商

品チェックに限らず、ビジネス、会

議又は物品購入に関する活動を行う

ことは含まれる。

・商談、交渉を行うこと及び/又は

ビジネスの契約に署名をする。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。 

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・継続的に生産者/販売者に対する生産

活動の監督を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

F1

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること

・参加者として会合、インセンティ

ブ及び展示会に出席する。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

リクリエーション、自己啓発の目的の

ため又は観光船を使用した観光に限ら

ず観光地の魅力のユニークさについて

学ぶ、又は参加者として会合、インセ

ンティブ及び展示会に出席する。



B.数次訪問査証

番号 活動の種類
査証イン

デックス

活動の解説
権利 義務 禁止事項

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

1 観光

2 家族

3
他国への渡航を続け

る

4 ビジネス

5 会議に参加する

6 物品購入を行う

７ 治療を受ける D3

治療を受ける。 ・医療機関又はその他保健施設に限

らず治療に関連する活動を行うこと

。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

８ 政府公務 D４

政府の公式な任務においてある場所又

は活動を訪問する。

・政府の任務と関連する活動を行う

こと。

・観光に関する活動を行うこと　及

び友人又は家族を訪問すること

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

9 投資調査 D12

ある事業を始めるための特に現場調査

及び/又はフィージビリティ調査に関

連した活動を行う。

・現場調査及び/又はフィージビリ

ティ調査に関連した活動を行うこと

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

10 映画製作を行う D14

インドネシア領域にある場所を使用し

て映画製作を行う。

・映画製作に関連する活動を行う。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

11

インドネシアにおけ

る支店の監査、製品

の品質管理又は査察

を行う

D17

インドネシアにおける子会社の監査、

製品の品質管理又は査察を行う。

・インドネシアにおける支店の監査

、製品の品質管理又は査察を行うこ

とに関連する活動を行うこと

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

Ⅱ.一時滞在査証分類

番号 活動の種類
査証イン

デックス

活動の解説
権利 義務 禁止事項

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

1 専門家として E23

保証人との雇用関係において就労を行

う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

D1

リクリエーション、自己啓発の目的の

ため又は観光船を使用した観光に限ら

ず観光地の魅力のユニークさについて

学ぶ、又は参加者として会合、インセ

ンティブ及び展示会

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること

・参加者として会合、インセンティ

ブ及び展示会に出席する。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

D2

商談、議論、交渉、及び／又はビジネ

スの契約に署名も含まれる。オフィス

、工場、又は生産現場に限らない。

・事務所、工場又は生産現場での商

品チェックに限らず、ビジネス、会

議又は物品購入に関する活動を行う

ことは含まれる。

・商談、交渉を行うこと及び/又は

ビジネスの契約に署名をする。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・継続的に生産者/販売者に対する生産

活動の監督を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。



E23B

保証人との雇用関係において経営部門

で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23C

保証人との雇用関係において産業部門

で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23D

保証人との雇用関係においてマーケテ

ィング部門で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受ける。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23E

保証人との雇用関係において鉱山部門

で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

2 就労者として



E23F

保証人との雇用関係において農園部門

で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23G

保証人との雇用関係において保健部門

で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23H

保証人との関係において金融部門で就

労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23I

保証人との関係において漁業部門で就

労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23J

保証人との関係において法部門で就労

を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

2 就労者として



E23K

保証人との関係において映画製作部門

で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23L

保証人との関係において教育部門で就

労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受ける。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23M

保証人との関係において技術部門で就

労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受ける。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23N

保証人との関係において教授として就

労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

2 就労者として



E23O

保証人との関係において医者として就

労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受ける。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23P

保証人との雇用関係において教員とし

て就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23Q

保証人との雇用関係において大学の教

師として就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23R

保証人との雇用関係においてアーティ

ストとして就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23S

保証人との雇用関係においてアスリー

トとして就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

2 就労者として



E23T

保証人との雇用関係においてスポーツ

の役員（ofisial） として就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23U

外交官の家政婦として就労を行う。 ・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23V

外国の商工会議所における官吏又はス

タッフ

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E23W

保証人との雇用関係において宗教部門

で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

2 就労者として



E24

保証人との雇用関係においてデジタル

部門で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インド。ネシア滞在の間、十分

な生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E24A

保証人との雇用関係においてAI（人工

知能）部門で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E24B

保証人との雇用関係においてデジタル

マーケティング部門で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E24C

保証人との雇用関係においてデータサ

イエンス分析部門で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

2 就労者として



E24D

保証人との雇用関係においてインター

フェースデザイン部門で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E24E

保証人との雇用関係においてソフトウ

ェア開発部門で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受ける。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E24F

保証人との雇用関係においてデジタル

セキュリティ開発部門で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E25

保証人との雇用関係において監査役会

役員又は重役として就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

2 就労者として



E25A

保証人との雇用関係において監査役会

役員で就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E25B

保証人との雇用関係において取締役会

役員として就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E25C

保証人との雇用関係において取締役会

副社長として就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E25D

保証人との雇用関係においてゼネラル

マネージャーとして就労を行う。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

E25E

マネージャーとしての就労を行う。 ・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

2 就労者として



E25F

スーパーバイザーとしての就労を行う

。

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・投資に関連する活動を行うこと。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・労働部門及びその他の法規則を

厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

3
経済特区における雇

用者
E23A

経済特区に居住する保証人との雇用関

係において就労を行う。

・経済特区で雇用関係において就労

と関連する活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、経済特区に居住する

ために家族を連れてくること。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、経済特区で行われ

る教育を受けること。

・投資に関連する活動を行うこと。

・経済特区で観光に関する活動を行

うこと及び友人又は家族を訪問する

こと。

・法規則を厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

・経済特区外で雇用関係において就労

と関連する活動を行うこと。

４

ヌサンタラ水域、領

海、大陸棚、及び/

又はインドネシア排

他的経済水域で操業

する船舶、浮体式設

備、施設上で働くた

めに加わる

E26

ヌサンタラ水域、領海、大陸棚、及び

/又はインドネシア排他的経済水域で

操業する船舶、浮体式設備、施設上で

働く。

・ヌサンタラ水域、領海、大陸棚、

及び/又はインドネシア排他的経済

水域で操業する船舶、浮体式設備、

施設上で雇用関係において就労と関

連する活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、経済特区に居住する

ために家族を連れてくること。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、経済特区で行われ

る教育を受けること。

・投資に関連する活動を行うこと。

・経済特区で観光に関する活動を行

うこと及び友人又は家族を訪問する

こと。

・法規則を厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

5 宗教家として E27

スピリチュアルに関連する活動を行う ・スピリチュアル又は宗教に関連す

る活動を行うこと

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・インドネシアにいる個人又は法人

から報酬、賃金又は同等のものを受

け取ること。

・法規則を厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人と

雇用関係において就労すること。

2 就労者として



6 外国投資 E28

外国投資に関連する活動を行う。 ・ビジネス、投資、企業設立に関連

する活動を行うこと

・外国人が投資をする会社で取締役

員又は監査役会として活動を行うこ

と。

・事務所、工場、又は同等の場所に

限らず、設立された会社で製品を製

造工程又はサービスを監査を行うこ

と。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

・法規則を厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

7
2年滞在のための外

国投資
E28A

2年滞在のための外国投資 ・ビジネス、投資、企業設立に関連

する活動を行うこと

・当該外国人が投資をする会社で取

締役員又は監査役会として活動を行

うこと。

・事務所、工場、又は同等の場所に

限らず、設立された会社で製品を製

造工程又はサービスを監査を行うこ

と。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

・法規則を厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

8

インドネシアで企業

を設立する目的の個

人投資家としての外

国人を関与させる最

長で5年又は10年滞

在の外国投資

E28B

出入国管理部門の法規則に基づき資本

金（株）又は投資額で企業を設立する

。

・ビジネス、投資、企業設立に関連

する活動を行うこと

・事務所、工場、又は同等の場所に

限らず、設立された会社で製品を製

造工程又はサービスを監査を行うこ

と。

・雇用関係において就労と関連する

仕事を行い又は滞在許可活動の兼任

メカニズムを通している限り、教育

を受ける。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

９

インドネシアで企業

を設立する目的では

ない個人投資家とし

ての外国人を関与さ

せる最長で5年又は1

0年滞在の外国投資

E28C

出入国管理部門の法規則に基づき、国

債、特定の公開会社の株又は投資信託

の購入を行う。

・ビジネス及び投資に関連する活動

を行うこと。

・雇用関係において就労と関連する

仕事を行い又は滞在許可活動の兼任

メカニズムを通している限り、教育

を受ける。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・雇用契約を遵守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。



E28D

出入国管理部門の法規則に基づき特定

の投資額でインドネシアに支店又は子

会社を設立する。

・ビジネス及び投資に関連する活動

を行うこと。

・資本を投資した企業で取締役員又

は監査役員として活動を行う。

・事務所、工場、又は同等の場所に

限らず、設立された会社で製品を製

造工程又はサービスを監査を行うこ

と。

・雇用関係において就労と関連する

仕事を行い又は滞在許可活動の兼任

メカニズムを通している限り、教育

を受ける。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

E28F

出入国管理部門の法規則に基づき特定

の投資額でヌサンタラ首都に支店又は

子会社を設立する。

・ビジネス及び投資に関連する活動

を行うこと。

・事務所、工場、又は同等の場所に

限らず、設立された会社で製品を製

造工程又はサービスを監査を行うこ

と。

・雇用関係において就労と関連する

仕事を行い又は滞在許可活動の兼任

メカニズムを通している限り、教育

を受ける。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

11
特別経済区での外国

投資
E28E

出入国管理部門の法規則に基づき株所

有額により特別経済区域で外国投資を

行う。

・ビジネス及び投資に関連する活動

を行うこと。

・事務所、工場、又は同等の場所に

限らず、設立された会社で製品を製

造工程又はサービスを監査を行うこ

と。

・雇用関係において就労と関連する

仕事を行い又は滞在許可活動の兼任

メカニズムを通している限り、教育

を受ける。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

12 学術研究 E29

学術研究を行う。 ・学術研究に関連する活動を行うこ

と

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

インドネシア国外に

ある企業よりのイン

ドネシアで支店又は

子会社として設立す

る企業で取締役員又

は監査役員として勤

務する投資家として

の外国人を関与させ

る最長で5年又は10

年滞在の外国投資

10



E30

教育を受ける。 ・教育に関連する活動を行うこと。

　　

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払うこと。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

E30A

初等中等教育同等の教育を受ける。 ・教育に関連する活動を行うこと。

　　

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

E30B

ディプロマ又は学士教育プログラムを

含む高等教育同等の教育を受ける。

・教育に関連する活動を行うこと。

　

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

E30C

修士教育プログラムを含む高等教育と

同等の教育を受ける。

・教育に関連する活動を行うこと。

　　

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

E30D

博士教育プログラムを含む高等教育と

同等の教育を受ける。

・教育に関連する活動を行うこと。

　　

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

14
特別経済区で教育を

受ける
E30E

特別経済区の教育機関で教育を受ける

。

・教育に関連する活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

15 家族帯同 E31

インドネシア領域に居住する家族に帯

同する。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、雇用関係において

就労に関連する活動を行うこと及び

/又は教育を受けること。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

13 教育を受ける



16

インドネシア国民の

夫又は妻に帯同する

外国人

E31A

インドネシア国民の夫又は妻に帯同す

る。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、雇用関係において

就労に関連する活動を行うこと及び

/又は教育を受けること。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・雇用関係においておいて就労を行う

ために滞在許可活動の兼任メカニズム

を通している場合を除き、インドネシ

アにいる個人又は法人から報酬、賃金

又は同等のものを受け取ること。

17

一時滞在許可又は定

住許可所持者の夫又

は妻に帯同する外国

人

E31B

一時滞在許可又は定住許可所持者の夫

又は妻に帯同する

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、雇用関係において

就労に関連する活動を行うこと及び

/又は教育を受けること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・雇用関係においておいて就労を行う

ために滞在許可活動の兼任メカニズム

を通している場合を除き、インドネシ

アにいる個人又は法人から報酬、賃金

又は同等のものを受け取ること。

18

外国人とインドネシ

ア国民の正式な婚姻

により出生した子

E31C

外国人とインドネシア国民の正式な婚

姻により出生した子が帯同する。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、雇用関係において

就労に関連する活動を行うこと及び

/又は教育を受けること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・雇用関係においておいて就労を行う

ために滞在許可活動の兼任メカニズム

を通している場合を除き、インドネシ

アにいる個人又は法人から報酬、賃金

又は同等のものを受け取ること。

19

インドネシア国民と

正式な婚姻をした外

国人の子

E31D

インドネシア国民と正式に婚姻した外

国人の子が帯同する

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

20

一時滞在許可又は定

住許可を所持する両

親に帯同する18歳未

満かつ未婚の実子

E31E

18歳未満かつ未婚の実子が一時滞在許

可又は定住許可を所持する両親に帯同

する

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

21

法的関係を有するイ

ンドネシア国民の父

及び/又は母に帯同

する子

E31F

法的関係を有するインドネシア国民の

父及び/又は母に帯同する子

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

22

21歳またそれ以上の

インドネシア国籍の

実子に帯同する父及

び/又は母

E31G

21歳またそれ以上のインドネシア国籍

の実子に帯同する父及び/又は母

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

23

一時許可又は定住許

可を所持する実子に

帯同する外国人

E31H

一時許可又は定住許可を所持する実子

に帯同する外国人

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

24 本国送還 E32

インドネシア国民になったことがある

外国人でインドネシアに居住する目的

がある

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受けること

。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。



25

最長5年又は10年居

住予定の元インドネ

シア国民である外国

人

E32A

インドネシア国民になったころがある

外国人で最長5年又は10年居住予定

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、雇用関係において

就労に関連する活動を行うこと及び

/又は教育をうけること

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

26
二親等以内の元イン

ドネシア国民の子孫
E32B

二親等以内の元インドネシア国民の子

孫の外国人でインドネシアに最長5年

間居住予定

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受ける。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

27

最長2年間居住予定

の元インドネシア国

民の外国人

E32C

最長2年間居住予定の元インドネシア

国民の外国人

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受ける。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

28

最長1年間居住予定

の元インドネシア国

民の外国人

E32D

最長1年間居住予定の元インドネシア

国民の外国人

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、教育を受ける。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

29 セカンドホーム E33

特定の条件を満たし、インドネシアに

定住する外国人

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

30
専門性により政府に

招待された外国人
E33A

専門性により政府に招待された外国人 ・中央政府との雇用関係において就

労と関連する活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。

31

特別な専門性を有し

ており、政府とコラ

ボレーションする予

定の外国人

E33B

特別な専門性を有しており、政府とコ

ラボレーションする予定の外国人

・雇用関係において就労と関連する

活動を行うこと。

・ビジネス又は投資に関連する活動

を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること

・滞在許可と異なる仕事を行うこと。

・仕事において必要場合を抜き、物品

又はサービス販売を行うこと。



32 世界の要人 E33C

その指導力/カリスマ性により政府に

よって招待された外国人

・投資、ビジネス又は物品購入に関

連する活動を行うこと。

・商談、交渉を行うこと及び/又は

ビジネスの契約に署名をする。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問する。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること

・物品又はサービス販売を行うこと。

33

インドネシアに企業

を設立する予定の世

界の要人

E33D

インドネシアに企業を設立する予定の

世界の要人

・投資、ビジネス又は物品購入に関

連する活動を行うこと。

・商談、交渉を行うこと及び/又は

ビジネスの契約に署名をする。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問する。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること

・物品又はサービス販売を行うこと。

34

保証人なしで居住予

定の60歳又はそれ以

上の高齢者

E33E

インドネシア領域に最長5年居住する6

0歳又はそれ以上の外国人

・投資、ビジネス又は物品購入に関

連する活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問する。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

35
60歳又はそれ以上の

高齢者
E33F

インドネシア領域に最長1年居住する6

0歳又はそれ以上の外国人

・投資、ビジネス又は物品購入に関

連する活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問する。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

36

インドネシアに所在

していない企業との

雇用関係においてリ

モートワーカー

E33G

インドネシア領域外の企業と雇用関係

を有し、インドネシア領域で就労する

外国人

・インドネシア領域外にある企業と

関係する活動を行うこと。

・出入国管理部門の法令規則を満た

している限り、インドネシア領域に

居住するために家族を連れてくるこ

と。

・再入国許可が有効な間、インドネ

シア領域に出入国すること。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問する。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

37 治療を受ける E34

治療活動を行うこと ・治療施設又はその他の保健施設に

限らず治療に関連する活動を行う。

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問する。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。



E35

インドネシアと他の国の間の条約及び

法規則に基づき特定期間で休暇をしな

がら就労活動を行うことが可能

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、雇用関係において

就労に関連する活動を行うこと及び

/又は教育をうけること。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること。

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること。

E35A

インドネシアと他の国の間の条約及び

法規則に基づき6カ月で休暇をしなが

ら就労活動を行うことが可能

・観光に関する活動を行うこと及び

友人又は家族を訪問すること。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、保証人と雇用関係

において最長6カ月就労に関連する

活動を行うこと。

・滞在許可活動の兼任メカニズムを

通している限り、研修を受けること

。

・法規則を厳守すること。

・現地の風俗習慣、文化、知恵に

敬意を払う。

・インドネシア滞在の間、十分な

生活費を有すること。

・滞在許可期間を越えてインドネシア

領域に滞在すること

・物品又はサービス販売を行うこと。

・インドネシアにいる個人又は法人か

ら報酬、賃金又は同等のものを受け取

ること

法務人権大臣

ヤソンナ　ハ　ラオリー
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